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多機能型施設 邑 
 

指定小規模多機能型居宅介護 

指定介護予防小規模多機能型居宅介護 

 

重要事項説明書 
 

 

当施設は介護保険の指定を受けています 

高松市指定  第３７９０１０００１４号 

 

 

当事業所はご契約者に対して指定小規模多機能型居宅介護サービス、指定介護予防小規模多機能型居宅

介護サービスを提供します。 

事業所の概要や提供されるサービスの内容、 契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。 

          

◇◆ 目  次 ◆◇ 

 

１ 施設経営法人       １０ 契約の終了について 

２ 事業所の概要             １１ 身元引受人について 

３ 事業実施地域及び営業時間       １２ 連帯保証人 

４ 事業所設備の概要       １３ 苦情の受付について 

 ５ 職員の配置状況       １４ 第三者評価の実施状況について 

 ６ 当施設が提供するサービスと利用料金  １５ 秘密の保持について 

    ７ 事故発生時の対応について       １６ サービスの利用に当たっての 

８ 非常災害対策について         留意事項について 

９ 虐待防止に向けた体制等について 
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１、施設経営法人   

① 法人名   社会福祉法人 守里会 

② 法人所在地   香川県高松市城東町一丁目 1 番 46 号 

③ 電話番号   ０８７－８４５－４４１７ 

④ 代表者氏名   理事長 松木 孝和 

⑤ 設立年月   平成８年 １２月 ４日 

    

２、事業所の概要   

① 事業所の種類  指定小規模多機能型居宅介護事業所 

          指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所 

② サービスの目的 指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業

所は、介護保険法に従い、ご契約者（利用者）が、その有する能力に応じ可能な

限り自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的として、小

規模多機能型居宅介護サービス、介護予防小規模多機能型居宅介護サービスを提

供します。 

③ 事業所の名称  多機能型施設 邑   

④ 事業所の所在地 香川県高松市前田西町 1080-18  

⑤ 電話番号   087-847－1150     

⑥ 管理者氏名   十川 昌之      

⑦ 運営方針 「通い」サービスを中心とし、ご契約者(利用者)の様態や希望に応じて、随時、訪

問や宿泊を組み合わせて、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、その有する

能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話

及び介護その他必要な援助サービスを行います。     

⑧ 開設年月   平成１８年８月１日  

⑨ 登録定員    29 名 （「通い」定員 15 名   「泊り」定員 9 名）   

 

３、事業実施地域及び営業時間 

 （１）通常の事業の実施地域 高松市 

 ※上記以外の地域の方は原則として当事業所のサービスを利用できません 

 

 （２）営業日及び営業時間 

営業日 年中無休 

通いサービス 午前９時～午後５時 

訪問サービス ２４時間（必要に応じて要相談） 

宿泊サービス 午後５時～翌日午前９時 

  ※受付・相談については、通いサービスの営業時間と同様です。 
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４、事業所の設備の概要       

当事業所では、小規模多機能型居宅介護サービス、介護予防小規模多機能型居宅介護サービスを提供

するために、「宿泊」サービスのための個室と、「通い」サービスのための食堂兼居間をご用意してい

ます。 

 

 

 

 

 

 

＊ 上記は、厚生労働省が定める基準により、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定介護予防小

規模多機能型居宅介護事業所に義務付けられている施設・設備です。    

５、職員の配置状況        

当事業所では、ご契約者に対して指定小規模多機能型居宅介護サービス、指定介護予防小規模多機能

型居宅介護サービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。 

 

＜主な職員の配置状況＞職員の配置については、指定基準を遵守しています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

☆職員それぞれの週あたりの勤務延時間数の総数を当施設における常勤職員の所定勤務時間数（週

４０時間）で除した数です。 

   

＜主な職員の勤務体制＞  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

居室・設備の種類 室数 備考 

宿泊室 ９室 うち３室は居間と兼用 

食堂兼居間 1 室  

浴室 1 室  

トイレ 3 箇所  

職種 員数換算 

１、管理者 １名（常勤 1 名） 

２、介護職員 11 名以上 

３、看護職員 1 名以上 

４、介護支援専門員 1 名（常勤 1名） 

職種 勤務体制 

１、介護職員 

（早出） ０７：００～１６：０0      必要数 

（遅出） １１：００～２０：００    必要数 

（日勤） ０８：３０～１７：３０    5～7 名 

（日勤Ⅱ）０９：３０～１８：３０    必要数 

（夜勤） １６：００～翌０９：００     1 名 

２、看護職員 （日勤） ０８：３０～１７：３０    １名 

３、介護支援専門員 （日勤） ０８：３０～１７：３０    1 名 
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６、当事業所が提供するサービスと利用料金     

（１）介護保険の給付の対象となるサービス（契約書第５条参照） 

以下のサービスについては、利用料金の大部分が介護保険から給付されます。  

＜サービスの概要＞    

① 食事 の介助 

・ 当事業所では、ご契約者（利用者）の自立支援を促すため、ご契約者（利用者）の身体能力などを

最大限に活用できるよう食事を通した援助を行います。 

・ （食事時間） 朝食  ６：３０～ ７：３０ 

      昼食  １１：15～１２：15 

夕食  １６：３０～１７：３０ 

②入浴、排泄の介助    

・ 入浴・排泄の自立を促すため、ご契約者（利用者）の身体能力を最大限活用した援助を行います。 

③その他、在宅生活の継続を念頭に置き、日常生活の相談、援助をおこないます。 

④健康管理  

・かかりつけ医と連携を取り、看護職員が、健康管理を行います。  

⑤ケアプラン作成と給付管理業務 

・ケアプラン作成 

・サービス相談 

・苦情、相談受付 

・居宅サービス計画の変更 

・経過観察再評価 

・給付管理業務 

・サービス提供の記録 

 

＜サービス利用料金（１日あたり）＞（契約書第８条参照）  

巻末の料金表によって、ご契約者（利用者）の要支援区分、要介護区分に応じたサービス利用料金か

ら介護保険給付費額を除いた金額（自己負担額）と食事代、宿泊代の合計金額をお支払下さい。 

（サービスの利用料金は、ご契約者（利用者）の要支援区分、要介護度に応じて異なります。） 

※別紙料金表参照 

☆ご契約者（利用者）がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいった

んお支払いいただきます。要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻さ

れます。（償還払い）償還払いとなる場合、ご契約者（利用者）が保険給付の申請を行うために必要と

なる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。  

☆介護保険から給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者（利用者）の負担額

を変更します。        

 

（２）介護保険の給付対象とならないサービス（契約書第６条） 

以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者（利用者）の負担となります。  
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＜サービスの概要と利用料金＞       

① 食事の提供に要する費用（食材料費及び調理費） 

朝食  1食 300円 

昼食  1食 620円 

夕食  1食 525円 

個人の希望により特別に用意する食事・外食等にかかった費用は実費負担となりますので、上記の金

額を超える場合があります。  

② 宿泊に要する費用 

宿泊代  1 泊 1，500 円 

③クラブ活動費用 

ご契約者（利用者）のご希望によりクラブ活動に参加していただくことができます。 

利用料金：要した費用の実費 

④複写物の交付  

ご契約者（利用者）は、サービスの提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を必要と

する場合には下記の料金をいただきます。  

利用料金：1 枚に付き 10 円 

⑤日常生活上必要となる諸費用実費  

日常生活品の購入代金等ご契約者（利用者）の日常生活に要する費用でご契約者（利用者）に負担い

ただくことが適当であるものにかかる費用をご負担いただきます。 

利用料金：要した費用の実費 

☆経営状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することがあります。

その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う２か月前までにご説明します。

        

＊ 利用料金のお支払方法（契約書第８条参照）    

前記（１）（２）の料金・費用は、１か月ごとに計算し、ご請求しますので、翌月末日までに以下のい

ずれかの方法でお支払い下さい。（１か月に満たない期間のサービスに関する利用料金は利用日数に

基づいて計算した金額とします。）     

① 指定口座への振込     

② 金融機関口座から自動引き落とし 

(ご利用できる金融機関：銀行・金庫・農協・郵便局 など) 

  

７、事故発生時の対応について 

(1) 緊急時における対応方法        

サービス提供を行っているときにご契約者（利用者）の病状に急変、その他緊急の事態が生じたとき

は、速やかに家族及び主治医又はあらかじめ、事業所が定めた協力機関への連絡を行う等の必要な措

置を講じるものとします。 
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＜協力医療機関の連絡先＞  

松木泌尿器科医院 住所：高松市前田西町 1080-7 電話：087-847-1121 

香川県済生会病院 住所：高松市多肥上町 1331-1 電話：087-868-1551 

(2)事故再発防止について   

事故発生後、必要に応じて、管理者を含め検討会議を開くとともに、事故状況の記録を保管し、再 

発防止に努めます。検討会議を開かない場合でも、管理者へ報告するものとします。 

 

8、非常災害対策について   

(1)当事業所には、消防法に規定する防火管理者を設置しております。防火管理者は、消防計画を作成す

るとともに当該消防計画に基づく次の業務を実施するものとします。 

消火・通報及び非難の訓練（年２回）   

消防設備、施設等の点検及び整備   

従業者の火気の使用又は取扱いに関する監督   

その他防火管理上必要な業務 

 

９、虐待防止に向けた体制等について 

管理者は、虐待発生の防止に向け、本条各号に定める事項を実施するものとします。また、管理者は、

これらの措置を適切に実施するための専任の担当者とします。 

(1) 虐待防止検討委員会を設けます。その責任者は管理者とします。 

(2) 虐待防止検討委員会は、職員への研修の内容、虐待防止のための指針策定、虐待等の相談及び苦情

解決体制の整備、虐待を把握した際の通報、虐待発生時の再発防止策の検討、成年後見制度の利用支援

等を行います。なお、本虐待防止検討委員会は、場合により他の委員会と一体的に行うほか、テレビ会

議システムを用いて実施します。 

(3) 職員は、年２回以上、虐待発生の防止に向けた研修を受講します。 

(4) 虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合には、責任者は速やかに市町村等関係者に報告を行い、

事実確認のために協力します。また、当該事案の発生の原因と再発防止策について、速やかに虐待防止

検討委員会にて協議し、その内容について、職員に周知するとともに、市町村等関係者に報告を行い、

再発防止に努めます。 

   

10、契約の終了について  

①要介護認定によりご契約者（利用者）のの心身の状況が自立と判定された場合 

②事業所が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合 

③事業所の滅失や重大な毀損により、ご契約者（利用者）のに対するサービスの提供が不可能になった

場合 

④当事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 

⑤ご契約者（利用者）のから退所の申し出があった場合（詳細は以下をご参照ください） 

⑥事業者から退所の申し出を行った場合（詳細は以下をご参照下さい） 

（１）ご契約者（利用者）からの契約の終了の申し出（中途解約・契約解除） （契約書第１7条、第１
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8 条参照） 

契約の有効期間であっても、ご契約者（利用者）から当事業所の登録を解除することができます。そ

の場合には、登録の解除を希望する日の 7 日前までに解約届け書をご提出ください。ただし、以下の

場合には、即時に契約を解約・解除し、事業所の登録を解除できます。  

①介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合 

②事業所の運営規程の変更に同意できない場合 

③事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める指定小規模多機能型居宅介護サー

ビス、指定介護予防小規模多機能型居宅介護サービスを実施しない場合 

⑤事業者もしくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合 

⑥事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失によりご契約者の身体・財物・信用等を傷つけ、又は

著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合 

⑦他の利用者がご契約者（利用者）の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つける恐れがある

場合において事業者が適切な対応をとらない場合 

(2)事業者からの申し出により契約を終了していただく場合（契約解除）（契約書第１9条参照） 

以下の事項に該当する場合には、サービスを終了していただくことがあります。 

①ご契約者（利用者）が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを

告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を締結しがたい重大な事情を生じさせた場合 

②ご契約者（利用者）による、サービス利用料金の支払いが 3 ヶ月以上遅延し、相当期間を定めた催告

にも係らず、これが支払われない場合 

③ご契約者（利用者）が、故意又は重大な過失により事業者又は小規模多機能型居宅介護従事者もしく

は他の利用者等の生命・身体財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、

本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合 

④利用者又は家族が、事業者や職員又は他の利用者に対して、この契約を継続し難いほどの 背信行為

（介護現場におけるハラスメント対応マニュアルに定義する、身体暴力（たたく等） 及び精神的暴力

（大声を発する、怒鳴る等）並びにセクシャルハラスメント（必要もなく手 や腕をさわる等）のハラス  

メント行為を含む）、その他一連の行為（職員の自宅住所や電話番号を聞く、ストーカー行為）を行い、

その状態が改善されない場合 

⑤ご契約者（利用者）が、連続して半月を超えて病院または診療所に入院すると見込まれた場合 

 

（３）自動終了 

以下の場合は、双方の通知がなくても自動的にサービスを終了いたします。 

①ご契約者（利用者）が介護保険施設、介護老人福祉施設などに入居となった場合 

②ご契約者（利用者）が、指定小規模多機能型居宅介護、指定介護予防小規模多機能型居宅介護のサー

ビス以外の居宅サービスが必要と判断された場合 

③ご契約者（利用者）がお亡くなりになった場合 

（４)円滑な契約終了のための援助（契約書第１7条参照） 

当事業所の登録を解除する場合には、ご契約者（利用者）の希望により，事業者はご契約者（利用者）

の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、円滑な契約終了のために必要な以下の援助をご契約者
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（利用者）に対して速やかに行います。 

適切な病院もしくは診療所又は介護保険施設等の紹介 

居宅介護支援事業者の紹介 

その他保健医療サービス又は福祉サービスの提供者の紹介 

 

11、身元引受人（契約書第２０条参照） 

ご利用者は、契約時にご利用者の残置物や利用料金等の滞納があった場合に備えて、一切の残置物の

引き取り及び債務の保証人として身元引受人を定めて頂きます。 

当施設は「身元引受人」に連絡の上、残置物を引き取っていただきます。また、引き渡しにかかる費用

については、ご契約者又は身元引受人にご負担いただきます。 

 

12、連帯保証人（契約書第２１条参照） 

連帯保証人となる方については、本契約から生じる利用者の債務について、極度額 100 万円の範囲

内で連帯してご負担いただきます。その額は、利用者又は連帯保証人が亡くなったときに確定し、生じ

た債務について、ご負担いただく場合があります。 

連帯保証人からの請求があった場合には、法人 及び施設は、連帯保証人の方に利用料等の支払い状況、

滞納金の額、損害賠償の額等、利用者の全ての債務の額等に関する情報を提供します。 

 

13、苦情の受付について（契約書第２３条参照） 

ご契約者（利用者）等からの相談又は苦情等に対応する常設の窓口・担当者の設置・相談・苦情に対

する常設の窓口として、相談担当者を配置しております。又、担当者が不在のときは、基本的な事項

については、誰でも対応できるようにするとともに、担当者に必ず引き継ぐものとします。 

※円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順 

事業者は、提供したサービスに係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置

を講じます。 

（具体的な手順） 

・苦情があった場合には、担当者から相手方に連絡を取り、直接訪問する等して、詳しい事情を聴き、

事実の確認を行います。 

・必要に応じて、担当者は管理者と検討会議を開きます。検討会議を開かない場合でも、管理者へ報告

します。 

・検討の結果、翌日までに具体的な対応、処理を行います。 

・相談･苦情の状況について、記録を保管し、再発防止に努めます。 

・改善後の状況について確認を行います。  
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（１）第三者委員 

当事業所における苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を下記により設置し、苦情解決に勤

めることとします。 

 

第三者委員 金澤 和孝 087-811-7445 

      森田 浩之 0879-23-6511 

当施設における苦情や相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

 ○苦情解決責任者         十川 昌之 

○苦情相談窓口（担当者）     十川 昌之 

 ○受付時間            随時 

    ○電話番号            087-847-1150 

また、苦情受付ボックスを１階事務所に設置しています。 

（２)行政機関その他苦情受付期間 

○高松市役所介護保険課       087-839-2326  （8時 30分～17時） 

○国民健康保険団体連合会      087-822-7453  （8時 30分～17時） 

○香川県社会福祉協議会       087-861-0545  （8時 30分～17時） 

 

１4、第三者評価の実施状況について 

・実施なし 

 

１5、秘密の保持について（契約書第１１条参照） 

（１）当事業所において施設サービスを提供する上で、知り得た利用者およびその家族の情報を、正当

な理由なく第三者に漏らしません。 

（２）当事業所は、利用者に医療上緊急の必要性がある場合には、医療機関等に利用者の心身の情報を

提供できるものとします。 

（３）前項に拘らず、利用者に係る他の介護事業者らと連携を図るなど正当な理由がある場合には、事

前に文章により同意を得た上で、利用者または利用者の家族等の個人情報を用いることができるものと

します。 

 

１6、サービスの利用に当たっての留意事項について（契約書第１０条参照） 

・事業者及び小規模多機能型居宅介護サービス、介護予防小規模多機能型居宅介護サービスに従事する

者（以下「サービス従事者」という）は、サービスの提供にあたって、契約者の生命、身体、財産の

安全確保に配慮するものとします。 

・事業者及びサービス従事者は、契約者の体調、健康状態からみて必要な場合は、医師または看護職員

と連携し、契約者からの聴取、確認の上でサービスを実施するものとします。 

・事業者及びサービス従事者は、契約者または他の利用者等の生命又は身体を保護するため 緊急やむ

を得ない場合を除き、身体拘束その他契約者の行動を制限する行為を行わないものとします。 

・事業者は、契約者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の３０日前までに、要介護認定の更新
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の申請の援助を行うものとします。 

・事業者は、契約者に対する小規模多機能型居宅介護サービスの提供について記録を作成し、それを５

年間保管し、契約者もしくはその代理人の請求に応じてこれを閲覧させ、複写物を交付するものとし

ます。 

 

 

指定小規模多機能型居宅介護サービス、指定介護予防小規模多機能型居宅介護サービスの提供の開

始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。   

 

令和   年   月   日 

 

多機能型施設 邑 

説明者職種               

氏名          印 

 

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定小規模多機能型居宅介護サービス、指

定介護予防小規模多機能型居宅介護サービスの提供開始に同意しました。 

 

 

利用者住所                     

 

氏名           印 

 

代理人住所                                         

 

氏名           印 

          

（続柄        ） 

※この重要事項説明書は、厚生省令第３９号（平成１１年３月３１日）第４条の規定に基づき、サービ

ス利用者またはその家族への重要事項説明のために作成したものです。   
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＊巻末の料金表  

 （1ヶ月の定額料金    単位 円  ) 

Ａ、基本料金(１割負担の場合) 

 

③ 初期加算         １日につき\３００ 

☆1 ヶ月の利用料金は、料金表の③ですが、当サービスに登録した日から起算して 30 日以内は、1

日に付き④の１０％（3０円）を加算します。 

 

B、職員の配置基準によって異なる料金体制（自己負担は、記載金額の１０％になります） 

 

☆常勤専従で正看護師の配置がある場合 

 

  

☆常勤専従で准看護師を配置している場合 

 

 

☆看護職員を常勤換算方法で１名以上配置していること 

 

 

 

① 契約者の要介護度

とサービス料金 

②うち介護保険から

給付される金額 

③サービス利用に係

る自己負担額（①―

②） 

要支援１ ￥３４，５００ ￥３１，０５０ ￥３，４５０ 

要支援２ ￥６９，７２０ ￥６２，７４８ ￥６，９７２ 

要介護１ ￥１０４，５８０ ￥９４，１２２ ￥１０，４５８ 

要介護２ ￥１５３，７００ ￥１３８，３３０ ￥１５，３７０ 

要介護３ ￥２２３，５９０ ￥２０１，２３１ ￥２２，３５９ 

要介護４ ￥２４６，７７０ ￥２２２，０９３ ￥２４，６７７ 

要介護５ ￥２７２，０９０ ￥２４４，８８１ ￥２７，２０９ 

看護職員配置加算（Ⅰ） 1 か月につき￥９，０００ 

 

自己負担額￥９００ 

 

看護職員配置加算（Ⅱ） 1 か月につき￥７，０００ 

 

自己負担額￥７００ 

看護職員配置加算（Ⅲ） 1 か月につき￥４，８８０ 

 

自己負担額￥４８０ 
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☆介護職員の総数に占める介護福祉士の割合が、５0％以上配置されている場合 

 

 

☆介護職員の総数に占める介護福祉士の割合が、４0％以上配置されている場合 

 

☆常勤職員が６０％以上配置されていること 

 

 

    

 

 

☆常勤の職員が３０％以上配置されていること 

 

Ｃ、認知症の症状について、医師の判断（認定時のかかりつけ医の判断）のうち、次の算定基準を満た

す場合、加算される料金体制（自己負担は、記載金額の１０％になります） 

認知症加算（Ⅱ） 1 か月につき￥８，９００  

 

自己負担額￥８９０ 

 ☆算定基準：日常生活に支障を来たすおそれのある症状・行動が認められることから、介護を必要と 

する認知症の利用者（認知症日常生活自立度Ⅲ以上） 

 

認知症加算（Ⅳ） 1 か月につき￥４，６００ 
 

自己負担額￥４６０ 

☆算定基準：要介護２に該当し、日常生活に支障を来たすおそれのある症状・行動や意思疎通の困難 

さが現われ、周囲の者による注意を必要とする認知症の利用者（認知症日常生活自立度Ⅱ） 

 

若年性認知症利用者受入加算 1 か月につき￥８，１３６ 
 

自己負担額￥８１４ 

 ☆要介護１から 5の場合。要支援１～2 の場合では１か月につき￥４５７７、自己負担額￥458。 

受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を定めている場合。 

 

訪問体制強化加算 1 か月につき￥１０，０００ 

 

自己負担額￥１，０００ 

 

☆訪問サービスを担当する常勤の従業者を 2 名以上配置すること。訪問サービスの算定月における

提供回数について、述べ訪問回数が１月 200 回以上であること。 

  

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ 1 か月につき￥６，５０８ 

 

自己負担額￥６５１ 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ 1 か月につき￥５，０８５ 

 

自己負担額￥５０８ 

 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） １か月につき\３，５５９ 

 

自己負担額￥３５６ 

サービス提供体制強化加算（Ⅲ） １か月につき\３，５５６ 

 

自己負担額￥３５６ 
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総合ケアマネジメント体制強化加算 １か月につき\１２，０００ 

 

自己負担額￥１，２００ 

 

☆個別サービス計画について、利用者の心身の状況や家族を取り巻く環境の変化を踏まえ、介護職

員や看護職員等の多職種協働により、随時適切に見直しを行っていること。各サービスの特性に

応じて、地域における活動への参加の機会が確保されていること。 

 

D、介護職員等処遇改善加算Ⅱロ 基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数に加算率 18.3％

を乗じた単位数の 1割を自己負担とする。 

E、生産性向上推進体制加算Ⅱ・・・10 単位/月 

☆利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討する為の委員

会の開催や必要な安全対策を講じた上で、生産性向上ガイドラインに基づいた改善活動を継続的に行な

っていること。 

☆見守り機器等のテクノロジーを 1つ以上導入していること。 

☆1 年以内ごとに 1 回、業務改善の取り組みによる効果を示すデータの提供を行なうこと。 

F、科学的介護推進体制加算・・・４０単位/月 

☆利用者ごとの ADL 値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の利用者の心身の状況等に係る基

本的な情報を、厚生労働省に提出していること。 

☆必要に応じて計画を見直すなど、サービス提供に当たって、(1)に規定する情報その他サービスを適

切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。 

 

介護保険のサービスを利用した場合の利用者負担割合は、原則サービス費用額の１割または２割でし

たが、平成 30 年８月の制度改正に伴い、６５歳以上の第１号被保険者のうち一定以上の所得がある

方について利用者負担割合が２割又は３割に引き上げられます。 

利用者負担割合の判定基準  
利用者負

担割合  

(ア)本人が市民税非課税又は生活保護を受給  １割負担 

(イ)本人の合計所得金額が１６０万円未満  １割負担 

(ウ)本人の合計所得金額が１６０万円以上２２０万円未満かつ 

  同一世帯の第１号被保険者の年金収入＋その他の合計所得金額が単身世帯

で２８０万円未満・または２人以上世帯で３４６万円未満  

１割負担 
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(エ)本人の合計所得金額が１６０万円以上２２０万円未満かつ 

  同一世帯の第１号被保険者の年金収入＋その他の合計所得金額が単身世帯

で２８０万円以上・または２人以上世帯で３４６万円以上 

２割負担 

(オ)本人の合計所得金額が２２０万円以上かつ 

  同一世帯の第１号被保険者の年金収入＋その他の合計所得金額が単身世帯

で２８０万以上３４０万円未満・または２人以上世帯で３４６万以上４６３万

円未満 

２割負担 

(カ)本人の合計所得金額が２２０万円以上かつ 

  同一世帯の第１号被保険者の年金収入＋その他の合計所得金額が単身世帯

で 340 万円以上・または２人以上世帯で 463万円以上  

３割負担 

※第２号被保険者の方は対象としていません。 

※第２号被保険者が第１号被保険者となった場合は、６５歳となった翌月(６５歳となった日が月の初

日である場合は、その月)以降に対象となります。 

※合計所得金額とは、地方税法第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額をいいます。収入

から公的年金控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や扶養控除、医療費控除等の

所得控除をする前の金額になります。 

 

 

 

 


